
●田村市役所　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　 FAX 81-2522

主な問い合わせ先

田村市の人口

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

休日・延長窓口の開設案内

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

●取扱業務…各種証明書の発行のみ
【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～午後 6 時 30 分
※各行政局の延長窓口は廃止となりました。

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮62番地1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

上水道の窓口案内
●上下水道局　上下水道課
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564
●開栓・閉栓は平日（土日・祝日を除く）
　の午前９時～午後４時に行います。
　申込みは、３営業日前の平日にご連絡
　ください。
●漏水事故・水質異常がある場合は、ご
　連絡ください。

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで Tamura 2425 Tamura June.202025

令和 2 年 5 月 1 日現在
総人口　35,467 人

   世帯数　12,850 世帯
この数値は、平成 27 年国勢調査
の確定値を基に毎月の自然動態・
社会動態を加減したものです。
※国・県の公表結果と異なる場合があります。

暮らしの税情報
今月の納期限【 6 月 30 日（火） 】
●市県民税…1 期　
問市民部 税務課(81-2119

船引清掃センター
大倉側 通行止め情報

市道大倉秋山田線が災害復旧工事の
ため、通行止めになっています。
期間中、船引清掃センターへは新館
側からお越しください。
●期間
5 月～ 10 月まで（予定）
問市民部 生活環境課　(81-2272
   船引清掃センター　(84-2840

通行止

児童手当の現況届を
忘れずに

児 　
童

児童手当を受給されている方は、6
月中に現況届の提出が必要です。養
育状況など、支給要件の確認をしま
す。対象となる方には、現況届の案
内を送付しますので、忘れずに提出
してください。なお、提出がない場
合は、6 月分以降の児童手当の支払
を受けることができなくなります。
ご注意ください。
●必要書類
　①現況届
　②受給者の健康保険証
　　（国民健康保険に加入の場合は
　　不要）
　③印鑑
　④申立書
　　( 児童と別居している場合、
　　児童を養育している場合など )
●受付期間
　6 月 1 日（月）～ 30 日（火）
●提出場所
　保健福祉部こども未来課または各
　行政局市民係、各出張所
問保健福祉部 こども未来課
(82-1000

農業者年金を受給
している皆さんへ

農 　
業

引き続き農業者年金を受給する資格
を確認するため、毎年１回現況届の
提出が必要です。5 月下旬に農業者
年金基金から送付された現況届用紙
を 6 月中に提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響
を考慮し、現況届の提出がなかった
場合でも、年金の支払いを差し止め
ることはありません。
現況届の提出は、体調が悪いときは
避けてください。また、期限間近に
なると混雑することが予想されます
ので、提出の分散化にご協力をお願
いします。
●提出先　
　農業委員会事務局、各行政局産業
　建設係、各出張所
●その他　
　他市町村から避難されている受給者
　で、現況届の通知が届いた方は、お
　近くの提出先へ提出してください。
問農業委員会事務局　(81-1216

　　　　

銃砲刀剣類の登録をしま
しょう

登
録

美術品などとして価値のある銃砲刀
剣類は、登録証を所持していれば、
所有できます。登録証のない銃砲刀
剣類を発見したときは、最寄りの警
察署に至急届けてください。後日、
福島県教育委員会より登録審査会の
お知らせを通知します。
また、登録刀剣類の所有者が代わっ
た場合や、登録証を紛失した場合も
手続きが必要です。
●登録審査会の日程（県中地区）
　・令和 2 年 7 月 17 日（金）
　・令和 3 年 2 月 16 日（火）
●会場　郡山市労働福祉会館
問福島県教育庁文化財課
(024-521-7787

常葉プール監視員・補助
員を募集します

募 　
集

プール管理監視員
●人数　2 人
●応募資格　市内に住む 20 歳以上

の健康で泳げる方
●雇用期間　
　7 月 11 日（土）～ 8 月 23 日（日）
●勤務時間　
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
プール監視補助員
●人数　２人
●応募資格　市内に住む高校生以上

の健康で泳げる方
●雇用期間　
　7月23日（木・祝）～8月23日（日）
●勤務時間　
　午前 10 時 30 分～午後 5 時 15 分

問・申常葉公民館(77-2013

【共通事項】
●勤務場所　常葉プール
●提出書類　本庁・各行政局市民

係に備え付けの市指定履歴書
●募集期限　6 月 19 日（金）

《その他》
・雇用決定後、普通救命講習会を

受講していただきます。
・賃金日額など、詳しくはお問い

合わせください。

田村市産木材を使った住
宅建設を助成します

補 　 
助

　田村市産の木材を利用した木造住
宅の新築、増改築を補助します。
●交付要件

▼市内で生産、かつ、市内で製材・
加工された証明書のある木材を
利用していること。

▼市内に居住するための木造住宅
の新築・増改築で市内の建築業
者が施工するもの。

▼延床面積が 50 平方メートル以
上であること。

▼柱、梁などの主要構造材に、田
村市産材を７立法メートル以上
使用していること。

▼令和２年度内（３月末まで）に
完成し実績報告書を提出できる
こと。

●補助額　1 件当たり 50 万円
●補助棟数　10 棟（定数になり次

第締め切ります。）
●申請方法　申請に必要な書類は市

のホームページをご覧
いただくか、農林課に
お問い合わせください。
問産業部 農林課 (81-2511

測 　
定

食品の放射性物質測定
のお知らせ

食べ物や飲み水の放射性物質測定は
通年受け付けていますので、お気軽
にお申し込みください。
●受付時間　
　午前９時～午後５時 ※平日のみ
●受付場所
　市役所、各行政局市民係、
　各出張所
●申込方法
　お近くの測定受付窓口へお持ち
　ください。
●測定費用　無料
●測定対象
　自宅などで収穫された自家用の　
　野菜、山菜やきのこなど、飲料水
　として使用する引き水や井戸水
●留意点
　・測定品は 500 ｇ必要です。
　　（水は１ℓ以上）
　・土や泥を洗い流し、ビニール　

　袋に入れてお持ちください。
●結果通知
　検査結果は測定品の返却時に
　直接お渡しするか、郵送で送
　ります。
問・申産業部 農林課(81-2511

さつまいもを
作ってみませんか？

新たな特産品をつくるため、さつ
まいもを作付けし販売する農家に
対して、助成金を支払います。活
用を希望される方は、お問い合せ
ください。
●補助率　10 ㌃当たり 20,000 円
●要件　
　①さつまいもの販売を行うこと。
　（自家消費用は対象外です）
　②10㌃以上の作付けを行うこと。
問産業部 農林課(81-2511

　産業建設係に備え付けの申込書に必
　要な書類を添えて、申し込みください。
　※マイナンバー制度により一部添付書
　類の省略が可能です。申込みの際にご
　確認ください。
●その他

・申込者多数の場合は、抽選とします。
・その他、随時申込み受付可能な団地

もあります。詳しくは、お問い合わ
せください。

●入居者資格
　①同居、または同居しようとする
　　親族があること　
　②世帯の収入が基準額を超えないこと
　③現在、住宅に困窮していること
　④市税を滞納していないこと　
　⑤暴力団員でないこと
●申込方法
　 6月15日（月）～26日（金）までに
　建設部都市計画課または各行政局

市営住宅入居者募集募
集

問・申建設部 都市計画課(82-1114
　　　各行政局 産業建設係

※家賃は収入に応じて変わります。
団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場

滝根
神俣団地１棟 12 号 昭和 57 年 3DK 14,900 円～

39,600 円 有

大越
久保田団地 2 棟

409 号
（4 階） 昭和 54 年 3DK 12,400 円～

44,700 円 有

船引
東部団地 3 棟

10 号
（2 階） 平成 4 年 3DK 18,100 円～

49,900 円 有

水田を利用した新し
い作物を支援します

農 　
業

水田再生のために水稲以外の作物・
作目の生産体制確立を目的とし、水
田の面的整備、施設整備などを行う
農業者に対して、田村市地域農業再
生協議会が支援を行います。
●対象者
　平成 27 ～ 29 年のいずれかの年
　に転作を達成した個人・団体など
●事業内容
　①面的整備事業
　　・水田の乾地化
　　・荒廃田の整備
　②施設・機械整備事業
　　・パイプハウス、付帯設備
　　・果樹棚など
　③生産支援事業
　　・初期生産資材
●その他
　詳細については、下記協議会にお
　問い合わせください。
問・申田村市地域農業再生協議会　
　　(82-6171

船引駅北口駐車場を
月極利用できます

ＪＲ船引駅を利用しての通勤、通学
に最適な立地条件です。
近隣にお住まいの方、お勤めの方の
駐車場としても利用できます。
利用申し込みは随時受け付けていま
す。詳しくは下記までお問い合わせ
ください。
●利用料　月額 3,500 円（税込）
問建設部 都市計画課(82-1114

P

老人憩の家針湯荘
臨時休館

館内設備点検のため、休館します。
●休館日
6 月 23 日（火）
問老人憩の家針湯荘(78-2010

休
館


